
１ 平成２８年に交付された政党交付金の総額及び政党ごとの交付額 

平成２８年分の政党交付金は、９政党※1を対象に、総額で３１９億７４百万円が交付されました。 

政党別では、自由民主党に１７４億３６百万円、民進党※1に９３億４９百万円、公明党に 

３０億５２百万円、日本維新の会に７億８百万円、日本のこころに５億４４百万円、社会民主党に 

４億４１百万円、自由党に３億５２百万円、新党改革※2に６１百万円、改革結集の会※2に３０百万円

が交付されました。 

※1 民進党は、平成 28年 3月 27日に民主党から党名を変更し、同日に維新の党と合併したことから、届出があった 10政党のうち、旧

民主党と旧維新の党にそれぞれ交付予定であった額の合計額を民進党に交付決定しました。

※2 平成 28年中に政党助成法上の政党要件を満たさない政治団体となった、新党改革及び改革結集の会の交付額には、特定交付金の額

も含まれています。

２ 平成２８年の政党交付金等による支出の総額 

 平成２８年の政党交付金等による支出（支部政党交付金による支出及び政党基金・支部基金を取り

崩して充てるものを含み、支部政党交付金支給額を除く純計。）の総額は以下のとおりです。 

（１）本部・支部合計

経常経費 １４６億５９百万円 （平成２７年 １４０億１０百万円、 ４．６％増） 

政治活動費 １４８億２０百万円 （平成２７年 １２０億 ８百万円、 ２３．４％増） 

合計 ２９４億７９百万円 （平成２７年 ２６０億１９百万円、 １３．３％増） 

（２）政党本部

経常経費  ５７億３５百万円 （平成２７年 ６３億 ６百万円、 ９．１％減） 

政治活動費 ９３億９８百万円 （平成２７年 ８１億 ６百万円、 １５．９％増） 

合計 １５１億３３百万円 （平成２７年 １４４億１２百万円、  ５．０％増） 

（３）支部

経常経費  ８９億２４百万円 （平成２７年 ７７億 ４百万円、 １５．８％増） 

政治活動費 ５４億２２百万円 （平成２７年 ３９億 ３百万円、 ３８．９％増） 

合計 １４３億４６百万円 （平成２７年 １１６億 ７百万円、 ２３．６％増） 

＜参考＞ 

 政党は、当該政党及び当該政党の支部について、12月 31日現在で、その年の政党交付金による支出等について記載した使途等報告書

等を、同日の翌日から起算して 3月以内に総務大臣に提出することとされています。（政党助成法第 17条関係） 

 総務大臣は、使途等報告書等の要旨を官報により公表し、その日から 5年間使途等報告書等を閲覧に供することされています。（同法

第 31条、32条関係） 

平成２９年９月２２日 

平成２８年分政党交付金使途等報告の概要 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政党助成室 
担当：神林補佐、瀬尾係長 
電話：(代表) 03-5253-5111  (直通) 03-5253-5582 

  (FAX)  03-5253-5583 
（E-mail）senkyo.shikin＠soumu.go.jp 

（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「＠」

を「@」に置き換えてください。 
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